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国体監督への「公認スポーツ指導者資格」の義務付けについて 

 

 平成 23 年度第 66 回山口国体以降、国体監督へ「公認スポーツ指導者資格」の保有を義

務付け、国体実施要項項目 7「参加資格」に下記文言を明記いたします。 

 

 

記 

 

・平成 23 年度山口国体及び平成 24 年度岐阜国体 

ボート競技に参加する監督は、日本体育協会の公認スポーツ指導者資格を有して

いることが望ましい。 

・平成 25 年度東京国体以降 

ボート競技に参加する監督は、日本体育協会の公認スポーツ指導者資格を有して

いること。 

 

※ 予選会より必要となります。 

※ 対象となる指導者資格は、ボート指導員、ボート上級指導員、ボートコーチ、ボート

上級コーチです。 

 

以上 

 


